
 
田野畑村技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 

 
平成 20年 3月策定 

 
１ 現 状 

(1) 本村の技能労務職員の人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ 
田野畑村 民 間 

区分 職員数 
(人) 

平均年齢 
(歳) 

平均給与月額

(Ａ) (千円) 
対応する民間の

類似職種 
平均年齢 

(歳) 
平均給与月額

(Ｂ) (千円) 
Ａ／Ｂ

全 体 1 - - - - -
清掃職員     
学校給食     
用務員    

運転手 1 - -
自家用乗用自動

車運転者 
48.9 218.4

守衛 0   

 

その他 0   
※職員数が 1人の職種につき、個人が特定されることから給与月額等の公表は差し控えさせていただきます。 
※「平均給与月額」とは、平成 19年 4月分として支給すべきものであり、年間の平均支給額を表すもので
はありません。 
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しております。（平成 16年～
18年の 3か年平均） 
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致

しているものではありません。 
 

(2) 年齢別職員数 

区分 
20 歳 

 

未満 

20 歳 

～ 

25 歳 

31 歳 

～ 

35 歳 

36 歳 

～ 

40 歳 

41歳 
～ 

45歳 

46歳 
～ 

50歳 

51歳 
～ 

55歳 

56歳 
～ 

60歳 

60歳 
 
以上 

全 体    1
清掃職員     
学校給食     
用務員    
運転手    1
守衛    

 

その他    

 
  
 
 



(3) その他給与に関する事項 
  ア、給料表 
    行政職給料表（二）適用 
イ、技能労務職員に係る特殊勤務手当   

手当名称 支給要件 支給単位 
（該当なし） ― ― 

 
ウ、昇給基準 

    毎年 4月 1日に前 1年間における勤務成績に応じ、4号給（57歳を超える場合
は 2号給）を標準として昇給。 

    但し、平成 22年 3月 31日までの間は、4号給を 3号給、2号給を 1号給とす
る。 

 
 
２ 基本的な考え 

  労務職員の採用については、平成 13年 4月以降、新規の採用は行っていない。 
職員数については、平成 18年 3月策定の田野畑村行財政改革プランによって、退職
職員の補充抑制や退職勧奨の実施によって削減を図っているところであり、労務職に

ついてもこれを適用することとし、今後の採用予定もない。 
  給与については、民間の同種の職種に従事する者との均衡に留意しながら、適正な

給与制度、運用となるように努める。 
 
 
３ 具体的な取組内容 

  給料表については、国家公務員行政職（二）表（労務職二）とし、給料表の継ぎ足

し及びわたりは行っていない。   
  特殊勤務手当については、これを設けていない。 
 
 
４ その他 

  本村でいう労務職員とは、電話交換手、学校給食調理員、自動車運転手、ボイラー

技師等と定義定しているが、自動車運転手（1名）以外は、職員対応や民間委託によっ
て、その業務を対応している。 
  今後も可能な限り職員対応や民間委託等の方法によって、業務を推進していくもの

とする。 
 
 
 
 
 


